
地

方

整

備

局

の

廃

止

問

題

で

は

、

地

域

主

権

戦

略

大

綱

（

二

〇

一

〇

年

六

月

に

閣

議

決

定

）

に

基

づ

い

て

、

地

域

主

権

戦

略

会

議

の

ア

ク

シ

ョ

ン

・

プ

ラ

ン

（

二

〇

一

〇

年

一

二

月

に

閣

議

決

定

）

に

沿

っ

て

「

広

域

的

、

な

実

施

体

制

の

枠

組

み

「

人

」

員

移

管

の

枠

組

み

」

が

年

内

に

も

決

定

さ

れ

よ

う

と

し

て

い

ま

す

。し

か

し

、

三

・

一

一

東

日

本

大

震

災

、

七

月

の

新

潟

・

福

島

災

害

に

続

き

、

九

月

に

は

台

風

一

二

号

・

一

五

号

に

よ

る

紀

伊

半

島

の

奈

良

・

和

歌

山

等

で

連

続

発

生

し

た

災

害

、

そ

し

て

そ

れ

ら

の

災

害

復

旧

で

の

全

国

の

職

員

の

頑

張

り

も

あ

り

、

今

ま

で

声

を

潜

め

て

い

た

「

地

方

分

権

（

地

域

主

権

」

に

疑

問

を

）

持

つ

勢

力

が

声

を

上

げ

始

め

る

と

と

も

に

、

地

方

整

備

局

必

要

論

の

声

も

各

方

面

か

ら

聞

こ

え

て

き

て

い

ま

す

。

本

会

議

で

は

、

厳

し

い

情

勢

も

あ

る

中

で

、

今

が

「

地

域

主

権

」

構

想

に

対

す

る

反

転

攻

勢

の

好

機

と

捉

え

、

職

場

内

外

に

打

っ

て

出

る

運

動

の

意

思

統

一

を

行

い

ま

し

た

。

そ

し

て

、

こ

の

運

動

を

通

し

て

「

組

織

の

拡

大

強

化

」

を

は

か

る

事

が

確

認

さ

れ

ま

し

た

。

今

回

の

勧

告

及

び

意

見

の

申

出

は

、

公

務

員

に

大

幅

な

賃

下

げ

を

無

理

強

い

す

る

内

容

で

す

が

、

政

府

・

民

主

党

は

東

日

本

大

震

災

の

復

興

財

源

捻

出

を

名

目

と

し

て

国

会

に

提

出

し

た

「

」

一

〇

％

給

与

引

き

下

げ

法

案

の

取

り

扱

い

を

重

視

し

た

姿

勢

が

見

ら

れ

ま

す

。

ユ

ニ

オ

ン

と

し

て

は

、

今

回

の

人

事

院

勧

告

は

数

多

く

の

問

題

が

あ

り

、

年

齢

に

よ

る

一

律

引

き

下

げ

と

い

う

制

度

そ

の

も

の

を

無

視

し

た

勧

告

の

是

正

を

指

摘

し

つ

つ

、

こ

れ

以

上

の

公

務

員

賃

金

の

切

り

下

げ

を

阻

止

す

る

こ

と

を

最

大

の

要

求

と

し

て

取

り

組

み

ま

す

。

総

務

省

・

各

地

整

・

人

事

院

地

方

事

務

局

に

要

求

書

を

提

出

し

、

人

事

院

勧

告

勧

の

撤

回

と

修

正

の

申

し

入

れ

行

動

を

提

起

し

ま

す

。

ま

た

、

職

場

で

は

「

二

〇

一

一

年

人

事

院

勧

告

及

び

給

与

の

臨

時

特

例

法

案

撤

回

と

国

土

交

通

省

管

理

職

員

の

処

遇

改

善

」

を

求

め

る

「

緊

急

署

名

」

の

取

り

組

み

を

非

常

に

短

期

間

と

は

な

り

ま

す

が

実

施

し

ま

す

。
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第２回全国活動者会議（10.1～10.2）第２回全国活動者会議（10.1～10.2）第２回全国活動者会議（10.1～10.2）第２回全国活動者会議（10.1～10.2）

政府の狙いを許さず、職場を守り、

！国民の安心・安全の為にがんばろう

「 （ ） 」「 （ ） 」「 （ ） 」「 （ ） 」災害時における業務執行体制に関する要求 支持 署名災害時における業務執行体制に関する要求 支持 署名災害時における業務執行体制に関する要求 支持 署名災害時における業務執行体制に関する要求 支持 署名

◎全支部で目標を期限内に達成しました◎全支部で目標を期限内に達成しました◎全支部で目標を期限内に達成しました◎全支部で目標を期限内に達成しました

目標２，１１０筆 →２，５３１筆（１２０％）目標２，１１０筆 →２，５３１筆（１２０％）目標２，１１０筆 →２，５３１筆（１２０％）目標２，１１０筆 →２，５３１筆（１２０％）

☆署名にご協力ありがとうございました☆☆署名にご協力ありがとうございました☆☆署名にご協力ありがとうございました☆☆署名にご協力ありがとうございました☆

二

本

柱

二

本

柱

二

本

柱

二

本

柱

のののの

運

動

運

動

運

動

運

動

をををを

中

心

中

心

中

心

中

心

にににに

！

闘闘闘闘

い

を

い

を

い

を

い

を

展

開

展

開

展

開

展

開

し

よ

う

し

よ

う

し

よ

う

し

よ

う

一

九

九

八

年

の

管

理

職

ユ

ニ

オ

ン

発

足

以

来

、

組

合

員

の

親

睦

を

図

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

、

秋

に

実

施

し

て

き

た

「

全

国

管

理

職

員

交

流

集

会

」

を

、

昨

年

度

か

ら

「

全

国

活

動

者

会

議

」

と

し

て

支

部

活

動

者

が

集

ま

り

、

重

要

な

課

題

に

つ

い

て

議

論

・

意

思

統

一

し

、

運

動

を

前

進

さ

せ

る

場

に

位

置

付

け

を

変

え

ま

し

た

。

そ

の

「

第

二

回

全

国

活

動

者

会

議

」

が

一

〇

月

一

日

か

ら

二

日

の

二

日

間

に

亘

り

愛

知

県

豊

橋

市

に

て

開

催

さ

れ

ま

し

た

。

こ

の

会

議

に

は

、

全

国

か

ら

代

表

者

三

〇

名

と

中

央

執

行

委

員

二

〇

名

に

よ

る

合

計

五

〇

名

の

仲

間

が

参

加

し

、

延

べ

三

六

名

か

ら

の

発

言

が

あ

り

、

前

向

き

で

活

発

な

議

論

が

交

わ

さ

れ

ま

し

た

。

「

地

域

主

権

」

阻

止

に

向

け

て

「

人

勧

」

撤

回

修

正

に

向

け

て

緊急署名にご協力を！！

国土交通省管理職ユニオンは、

１，政府・財界に迎合した政治勧告撤回

２， 給与保障の「経過措置」廃止反対2005
３，定年延長に伴う制度見直しの修正，

４，国家公務員賃金８％カット法案廃止

５，国土交通省管理職員の５級頭打ち解消

６， 級・ 歳以上職員の カット回復6 55 1.5%
７，退職金削減見直し反対

「 2011年人事院勧告の、緊急要求を掲げ、

及び給与の臨時特例法案撤回と国土交通省

管理職員の処遇改善を求める要求支持署名

の署名活動を実施します。」

この緊急要求署名は、秋の通常国会に提

出する予定です。

対象は専門職以上の職員を対象にしてい

ますが、趣旨に賛同される方は皆さん協力

お願いします。



【３年連続のマイナス勧告】【３年連続のマイナス勧告】【３年連続のマイナス勧告】【３年連続のマイナス勧告】

『政府・財界に言いなりの 』『政府・財界に言いなりの 』『政府・財界に言いなりの 』『政府・財界に言いなりの 』政治的な勧告政治的な勧告政治的な勧告政治的な勧告！

『 としての公務員総人件費削減？』『 としての公務員総人件費削減？』『 としての公務員総人件費削減？』『 としての公務員総人件費削減？』増税の露払い増税の露払い増税の露払い増税の露払い

２０１１年人事院勧告及び給与の臨時特例法案撤回を求める声明

９月３０日、人事院は国会と内閣に対して一般職国家公務員の給与等に関する勧告及び報告、定年延長に係る

意見の申出を行った。

その内容は、①月例給は50歳代を中心に俸給表を0.23％（899円）のマイナス改定、②一時金の引き上げは

据え置き、③経過措置の廃止、④定年延長に伴う賃金水準を60歳前の70％とすることなど、人事院の労働基本

権の代償措置としての立場を投げ捨て、政府・財界の総人件費抑制政策に加担した政治的な勧告である。

私たち国土交通省に働く管理職員は、３月１１日の東日本大震災でも、自らや家族が被災しながらも全体の奉

仕者としての使命感から不眠不休で災害復旧に当たってきた。輸送経路を確保するため全国からの応援も得て、

短期間で幹線道路・道路兼用堤防・港湾施設の応急復旧に延べで２万人にも及ぶ職員が派遣され、現在も救援・

復旧業務を続けている。さらに、７月の新潟・福島災害や９月に発生した台風１２号・１５号による近畿・中部

地方を中心とした災害も、短期間で緊急復旧を完成させてきた。そして、今後も引き続きこれらの被災地の復興

の先頭に立つのも、やはり我々である。こうした全国各地で「国民の安全・安心を守る」という使命を果たすた

めに、身を粉にして働いている職員の労苦に報いるどころか、３年連続のマイナス勧告である。

国土交通省に働く管理職員の多くは、旧建設省時代の差別政策の結果、全省庁の中でも級別定数改善が進んで

おらず、５級管理職員の４０％近くが、５ー８５で頭打ちとなり、さらに昨年の勧告で６級以上で５５歳を超え

た職員の賃金を１．５％削減した結果、定年前にやっと６級に昇格しても賃金が下がるというとんでもないこと

が起っている。

そんな中、雇用形態の違いや勤続年数などを無視し、官民の50歳代の賃金較差をことさら強調し、狙い撃ち

する賃下げの集中は断じて許すわけにはいかない。加えて 「経過措置の廃止」は２００５年勧告を人事院自ら、

が反古することであり、その廃止は到底許されない。

一方、継続審議となっている「給与の臨時特例法案」については、労働基本権制約のもとでは人事院勧告にも

とづかない労働条件の切り下げは、明確に憲法違反であり、憲法を踏みにじるようなことを「異例の措置」など

として検討すること自体が不当なことである。人事院勧告が出された以上、人事院が労働基本権制約の代償機関

として当然の役割を発揮し 「臨時特例法案」を直ちに撤回するよう政府と国会に毅然と対応するよう求める。、

定年延長問題では、職務・職責が変わらないにもかかわらず、60歳を境に賃金を引き下げることは、職務給

原則や能力実績主義に反するとともに、年齢差別に他ならない。そもそもこの課題については、合理的・科学的

、 「 」 。 、なデータも示さず 納得できる説明も行わないまま 意見の申出 を強行したことは極めて不当である さらに

制度の重要な要素である「退職金 「年金 「定数」などについては、方向性すら示されず「何の担保」もない中」 」

での申出であり、極めて無責任な内容である。

いま、国民の生活と権利、安全・安心を守るために公務・公共サービスの充実こそ求められている。しかし政

府は、大企業には減税する一方、復興財源として国民負担を押し付ける増税を画策し、その露払いに公務員総人

件費の削減を狙っている。

私たちは、こうした政府の狙いを許さず、国民の安全・安心を守る立場を第一に堅持し、すべての職員が働き

がい、誇り、意欲を持って働ける職場環境を作るために引き続き奮闘する。

２０１１年１０月 ２日

国土交通省管理職ユニオン全国活動者会議


